
令和８(2026)年度福島茨城栃木県境地域ニホンジカ捕獲業務仕様書 

 

 

1   適用範囲 

本書は、福島茨城栃木連携捕獲協議会（以下「甲」という。）が発注するニホンジカ捕

獲業務を受託するもの（以下「乙」という。）の業務について、必要な事項を定めるもの

である。 

 

２ 目的 

福島県、茨城県、栃木県の３県境地域において、近年、新たにニホンジカ（以下「シカ」

という。）の生息が確認されている。本地域は冬期の積雪が少なく、餌となる植物が豊富

であることから、シカが定着した場合、農林業被害が甚大となるだけでなく、天然林等も

含めた自然植生が被害を受ける可能性がある。このため、分布拡大防止及び侵入地域での

個体数削減のため、くくりわな、忍び猟によるシカの捕獲を行う。 

 

３ 履行場所 

福島県、茨城県、栃木県の３県境地域（別添１） 

 

４ 履行期間 

契約の日から令和９年３月 19日まで 

 

５ 業務内容 

（１）打合せ 

初回、とりまとめの各段階において行う。 

 

（２）業務準備 

業務計画表を作成し、甲に提出する。 

また、捕獲許可や国有林入林届等、業務の遂行に必要な許可申請を行う。 

 

（３）くくりわなによる捕獲（那須岳） 

くくりわな実施地域（別添１）において捕獲を行う。 

乙が用意するくくりわなを 1 日あたり 40 基設置し、合計 20 日間を５セットに分け

て稼働させること（延べわな設置数 800基日）。なお、１セットごとに捕獲間インター

バルを７日間ほど設ける。１セット目の５日以上前に２人１組で下見を行い、設置箇所

の選定と給餌を行う。誘引物として、ヘイキューブ及び塩を使用する。わなの設置や見

回りは、２人１組で行う。捕獲作業（下見含む）の努力量は計 54 人日（下見：２日、

捕獲：４泊５日×５回、２人１組）を想定している。 



止め刺しは、原則銃以外の方法により行うこととするが、やむを得ない場合について

は銃の使用を認めることとする。 

乙は捕獲した個体を焼却施設にて処分する。なお、道路から離れていることにより持

ち出しが困難な場合は、現地埋設を行う。 

焼却に必要な経費については、20頭分を計上しており、実績に応じて変更する。 

 

（４）忍び猟・くくりわなによる捕獲（八溝山） 

   忍び猟・くくりわな実施地域（別添１）において、甲が提供する八溝山周辺におけ 

るシカの GPSデータを活用し、シカの季節的な集中利用域を判定、季節ごとに忍び猟

とくくりわなによる捕獲の実施時期を分ける。 

① ドローンを活用した忍び猟 

  忍び猟・くくりわな実施地域（別添１）において、忍び猟を延べ 25日行う。 

  シカ捕獲作業の効率化を図るため、ドローンを活用して、上空からシカの探索を

行う。雨天や強風等の飛行に適さない日を除き、忍び猟を実施する際は原則として

ドローンを活用し、実施の前日又は当日の早朝、実施直前や実施中に随時ドローン

を飛行させ、上空からシカの発見を試みること。 

  シカが発見できなかった場合には、植生の影響等により上空から確認できなか

ったエリアで捕獲を行うとともに、発砲対象個体の命中後の探索にドローンを使

用する等、最大限にドローンを活用する方法を模索すること。 

  本業務において、ドローンを初めて飛行させる前には、現地の下見を実施し、飛

行に差し障りのある障害物や事前調整が必要な事項がないか確認を行う。 

  従事者の安全確保のため、捕獲に係る作業は必ず複数名で実施することとし、実

施の際は無線機等により従事者間で連絡を取り、常に互いの位置を確認すること。

ドローンの操作と忍び猟による捕獲作業（下見を含む）をあわせた努力量は、計 81

人日（下見：２日、捕獲：4 泊 5 日×5 回、３人１組（射手：2 名、ドローン操縦

者：１名））を想定している。 

  装弾は非鉛弾を使用するとともに、イノシシを発見した場合も捕獲を行うこと。

捕獲個体は、捕獲場所付近に埋設する 

  なお、使用するドローンは以下の（ア）から（カ）までの全ての性能を満たすこ

と。想定している製品は「ＤＪＩ ＭＡＶＩＣ ３Ｔ（ＤＪＩ社）」である。本製品

と同等以上の性能を有することとし、使用にあたっては事前に委託者の承諾を得

ること。 

（ア）携帯性が高く、現場への運搬が容易であること。 

（イ）上空からシカを広く探索するため、広角カメラ（有効画素数：48ＭＰ程度）

を搭載していること。 

（ウ）補足したシカがドローンを警戒し、逃走することを防ぐため、遠方からの

撮影が可能な望遠カメラ（12ＭＰ程度）を搭載していること。 



（エ）熱源を探知するための赤外線カメラ（温度測定範囲：-20℃～150℃程度）

を搭載していること。 

（オ）上空の広範囲で飛行可能な性能（最大飛行距離 30km 程度）であること。 

（カ）長時間の捕獲作業を行うため、無風下で最大 40分程度の飛行が可能であ

ること。 

 

② 誘引式くくりわなによる捕獲 

  忍び猟・くくりわな実施地域（別添１）において、くくりわなによる捕獲を行う。

なお、甲が指定する誘引式くくりわな※による捕獲を基本とする。わな設置の下見

時に、設置箇所の選定と給餌を行う。 

乙が用意するくくりわなを 1 日あたり 20 基設置し、合計 30 日間を６セットに

分けて稼働させること（延べわな設置数 600基日）。誘引物として、ヘイキューブ

及び塩を使用する。わなの設置や見回りは、２人１組で行う。くくりわなには乙が

用意する通信機能付きセンサーカメラ等を設置することで、作動がないわなにつ

いての見回りは省略可能とする。ただし３日に１回は見回りを実施すること。捕獲

作業（下見含む）の努力量は、計 64人日（下見：２日、捕獲：4泊 5日×6回、２

人１組）を想定している。 

止め刺しは銃を用いて行い、捕獲個体は、捕獲場所付近に埋設する。 

※甲が指定する誘引式くくりわな：餌により誘引して捕獲する手法。獣道上ではな

く、立木や岩等、採餌方向が限定される箇所に給餌し、シカが採食時に足をつく箇

所にわなを設置する。 

 

 （５）錯誤捕獲時の対応 

シカ以外の獣（イノシシを除く）が捕獲された場合は、原則として当日中に放獣する

こと。ツキノワグマ及びカモシカが捕獲された場合は、原則として麻酔薬等により不動

化してから放獣する。ただし、安全確保の観点から、麻酔薬による不動化の再委託は不

可とし、見回りの人員は常に不動化を行える体制で行うこと。放獣場所は甲と協議の上、

決定する。  

麻酔薬等の放獣作業に必要な経費については、４回分を計上しており、実績に応じて

変更する。 

カモシカについては麻酔薬等により不動化し、放獣後、捕獲した市町村の文化財担当

部局へすみやかな情報提供を行うこと。 

また、イノシシについては止め刺しを行い、シカ同様に埋設する。 

 

（６）安全管理 

乙は、受注後速やかに、「国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る事業者

要件、積算基準及び共通仕様書の制定について（平成 31 年４月 16 日付け 30 林国



経第 130 号（最終改正：令和８年 ３ 月 31 日付け７林国経第 77 号））」に定める「別

記様式１有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る安全管理規程（作成例）」に準じる安全管理

規程を作成し、甲の確認を受けるものとする。 

乙は、捕獲を行う地域の状況を十分に把握し、捕獲従事者の人身事故はもとより、第

三者に危害を及ぼさないよう、関係機関への連絡周知を図るとともに、関係法令の遵守

及び安全管理に万全の措置を講じるものとする。 

  

（７）豚熱（ＣＳＦ）防疫対策 

乙は、別添２に従い、豚熱（ＣＳＦ）防疫対策を講じるものとする。 

 

（８）実績報告 

乙は、業務終了時に、次に掲げる書類等を甲に提出するものとする。なお、各様式に

記載する捕獲区画は、標準地域メッシュ２次メッシュを４分割したものとし、区画番号

は別添１のとおりとする。 

①  捕獲個体記録表 

ア くくりわな（シカ：様式１－１、イノシシ：様式１－２） 

イ 忍び猟・くくりわな（シカ：様式２－１、イノシシ：様式２－２） 

② わな設置カレンダー（様式３） 

③ 忍び猟出猟カレンダー（様式４） 

④ 作業日報（様式５） 

⑤ 捕獲個体の尾（シカのみ） 

１個体ずつチャック付きの袋に保存し、捕獲個体記録表の個体番号との対応がで

きるよう整理する。冷蔵もしくは冷凍にて保管する。 

⑥ 捕獲個体の写真（別添３参照） 

ア 写真の撮影は捕獲現場において撮影することとし、これにより難い場合につい

ては、発注者の指示に従うこと。 

イ 個体番号と捕獲日を捕獲個体の右横腹にスプレー等で記入し、同じ内容を記載

した表示板とともに撮影する。 

ウ 個体番号は、捕獲個体記録表の個体番号とする。 

エ 現地埋設を行う場合は、現況写真（掘削前及び掘削後、埋め戻し後）を撮影す

る。 

⑦ 実包購入計画一覧表（様式６） 

⑧ 実包管理一覧表（様式７） 

⑨ 上記のほか、甲が必要と認める書類 

 

（９）実包の管理 

① 乙は、捕獲従事者に対し、適切な実包管理について指導を徹底するものとする。 



② 乙は、捕獲従事者の実包管理の状況について、都道府県公安委員会が発行する譲

受許可証又は猟友会が発行する無許可譲受票の記載内容と実際の実包を確認する

など、常に捕獲従事者ごとに数量等を把握しておかなければならない。 

③ 乙は、捕獲従事者ごとの実包の譲受・使用見込み数量について、実包購入計画一

覧表に記載しなければならない（様式６）。 

④ 乙は、捕獲従事者ごとの実包の使用状況等、（譲受数量、使用実績数量、残数量、

残弾の取扱い（他の捕獲業務に転用、廃棄など））について、実包管理一覧表に記

載しなければならない（様式７）。 

 

 

６ 成果品 

（１）捕獲日ごとの従事者の移動経路やシカ・イノシシを発見した位置を示した地図、本

年度の実施結果の評価、対象地域の今後の管理方針、捕獲作業におけるドローンの有

効性等を記載した調査報告書 ３部（簡易製本） 

（２）電子ファイル ３式（報告書オリジナルファイル、捕獲位置シェープファイル、捕

獲結果エクセルデータ等） 

 

７ その他 

現場状況等により捕獲の継続が困難と判断された場合は、甲乙協議の上、捕獲を中断す

ることもあり得る。この場合、委託料は、出来高による精算とする。 

その他、この仕様書に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。 

 

  



別添１ 

 



 



 



 

 

別添３ 



 

 
























